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社会福祉法人須坂市社会福祉協議会

平成 29 年度事業計画

まち

~ 誰ちが安I~\ して暮らすことができる須坂づくり
ぬくもりのある地域福祉を進めます ~ 

昨今、わが国では、貧困、孤立死、ひきこもり、虐待など、なかなか解決に結び

つかず深刻な生活課題への対策が急務となっています。これらの課題には、様々な

要因がありますが、核家族化や少子高齢化の進行、価値観の多様化や生活スタイル

の変容などによる地域における連帯感の希薄化が一因となっており、家族の紳や近

所の住民間土の朗け合いの大切さが再認識されています。

本会では、一昨年度に男直しを行った第 3次須坂市地域福祉活動計画に基づき、

支部社協、民生児童委員、ボランティア、福祉関係団体及び行政と連携、協力し各

種事業を着実に進めるとともに、様々な広報媒体を通じて、本会の事業や地域福祉

に関する情報を提供していきます。

地域福祉推進事業では、住民主体と住民参加による朗け合いの推進のため、ふれ

あいサロンへの支援、高齢者福祉対策として、配食サービス、ひとり暮らし安I~\コ

ールや福祉移送サービス等の各種事業などを引き続き実施していきます。また、い

ずれも須坂市からの受託事業であります、少子高齢化の一朗としての結婚相談事業

や生活困窮者の自立支援としての生活就労支援センターまいさぽ須坂における相談

事業を行っていきます。

介護保険事業では、介護報酬の見直し、他事業所との利用者獲得競争や人材確保

が困難な事により、厳しい事業運営を余儀なくされますが、まかせて安I~\な介護サ

ービスの推進のため、訪問介護・訪問入浴介護・居宅介護支援・通所介護・地域密

着型特別養護老人ホーム等を展開していきます。

なお、昨年度から開始となった「介護予防・日常生活支援総合事業」についても、

引き続き取り組みを進めてまいります。

また、指定管理事業として、本会が管理運営するデイサービスセンターすえひろ・

老人福祉センターくつろぎ荘・指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家などでは、

適切に業務を遂行するとともに地域の住民との交流を深める事業を実施していきま

す。地域福祉事業、介護保険事業など、近年の社会環境の変化等に伴い、財政・経

営が一層厳しい状況の中での事業運営となりますが、役職員一丸となり、市民の皆

様や利用者の皆様に信頼され、セイフテイネットとしての役割が果たせるよう努め

てまいります。
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平成 29年度主要事業について

I 地域福祉推進事業

1.基盤強化と地域福祉活動の推進

(1) 役員会の開催

(2) 対源基盤の確立 会員の拡允ムを図る

(3) 社協支部活動の支援

• 12支部へ支部活動費の交付

(4) 民生児童委員協議会との連携強化

(5) 苦情解決システム・第三者委員会の開催

(6) 関係機関(団体)、福祉施設との連携

2.広報・啓発活動の推進

※市指定二字 須阪市からの指定管理事業

※市受託ヰ須坂市からの受託事業

(1)広報紙「助け合い起こしすざか」・「社協要覧」の発行、パンフレット・ホームベー

ジでの情報発信・ブログ・ツイッター・フェイスブックでの情報伝達

(2) 公募による広報紙モニターの情報提供などを広報に反映

(3) 長野県社会福祉大会への参加

(4) 社協マスコット「こころちゃんJIつなぐくん」を活用した幹発活動

(5) ふれあい広場の開催

(ボランティア連絡協議会を中心とした約 80団体で構成する実行委員会が主催する、

より多くの市民に福祉への理解を広げるための福祉の祭典)

3.助け合い起こし支援事業

誰もが住み慣れた地域で、豊かに安心して暮らせるまちをつくるために住民主体と住

民参加による助け合いの推進を図る

(1) 助け合い推進会議の開催連携

-行政等とも連携して作成した地域福祉活動計画に某づき、助け合いの原点を見つ

め直し、様々な視点から意見を吸い上げ、地域福祉の推進につなげる。

(2) 助け合い推進大会の開催支援

(3) こころ・つなぐ・助け合しり事業の実施

(4) 住民参加による地域福祉事業

-新・地域見守り安心ネットワーク推進事業

(市の協力のもと、区が中心となり、災害も想定しながら在宅のひとり暮らしや寝

たきりの高齢者、高齢者夫婦世帯、障がい者世帯等の地域での支え合い、見守りの

ネットワークづくりへ協力・助成を行う事業) 助成について※市受託

-ふれあいサロンの支援

. I助け合い情報」発行

(5) すざか助け合い推進センター活動

(6) 地域牛ゐ活支援事業

-福祉懇談会実施

・祉協支部主催ひとり暮らし老人等交流会食会の実施

・民協地域福祉活動推進事業(活動推進費の交付)
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4.ボランティア活動推進事業

(1) 敬愛基金利息(篤志家により造成)の活用によるボランティア活動の支援及び普及

(2) ボランティアセンターの運営 ※市指定

(3) ボランティアの育成・研修事業

-市民向けボランティア講座

-福祉施設体験教室サマーチャレンジボランティア講座

(夏休みを利用した、高校生以 kのボランティア・福祉施設体験講座) ※市受託

.ボランティア保険の加入促進

・ボランティア団体育成及び活動費の補助

-災害に備えてのボランティア継続研修会及び災害ボランティアの登録

-被災地支援の災害ボランティア(炊き山し・生活支援等)派遣の実施 ※市受託

(4) ボランティア連絡協議会の活動推進

・ボランティア連絡協議会総会・運営委員会の開催

・ふれあい広場の開催

-須坂市カッタカタ祭りへの参加

・ボランティア市民活動交流集会の開催

・ステップアップ研修会の開催(運営委員を対象とした研修会)

(5) ボランティア相談の受付・ボランティアグループOの支援

5.高齢者福祉対策事業

(1) 須坂市自立生活特別支援事業 ※市受託

(介護保険のサービスでは対応できない身体介護や生活屡助を行い、高齢者の方が在

宅で自立した生活が継続できるようにホームヘルパーを派遣する事業)

(2) 生活支援サービス体制整備事業「生活支援コーディネーター」の設置 ※市受託

(困りごとを地域で助け合う仕組みづくりを行ってし、く事業)

(3) 高齢者世話付住宅(末広ハイツ)生活援助員派遣事業 ※市受託

(4) 食の自立支援事業(配食サービス) ※市受託

(おおむね 65歳以上の単身世帯高齢者のみの世帯等で調理の困難な方に食事を配達

し、併せて安否確認を行う事業)

(5) 福祉移送サービス事業(リフト付き車両による送迎)

(介護度2以上及び日常生活白立度B以上で車イス等利用している移動困難な高齢者

を対象に、通院等の外出を支援する事業)

(6) いきいき外出事業

(車イスを利用し外出が困難な高齢者等を対象に、お花見等の外出を支援する事業)

(7) 在宅介護者リフレッシュ事業 ※市受託

(家族を介護から一時的に解放し、介護者相互の交流等により元気回復を図るため、

温泉での宿泊や、食事会での介護に関する相談会を行う事業)

(8) ひとり暮らし高齢者安心コール事業 ※市受託

(ひとり暮らしの高齢者へ電話を通してのコミュニケーションと安否確認、及び電話

をかけるボランティアと利用者の交流を行う事業)

(9) ひとり暮らし高齢者への年賀はがき発送 ※市受託

年賀状購入費は共同募金配分金

6. 障がい者福祉対策事業

(1)重度障がい児者訪問入浴サービス事業 ※市受託

(重度障がし、児者の白宅に入浴車で訪問し、入浴サービスを提供する事業)

(2)重度障がい者移動支援サービス事業 ※市受託

(重度障がい者にヘルパーが同行して買い物等の外出支援を行う事業)
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(3)重度障がし、者希望の旅事業

(公共機関を利用して外出や旅行が困難な重度の障がい者を対象に、旅行を通じて人

と人とのつながりをつくり 社会参加を促進することを目的とした事業)

(4)重度障がい者いきいき外出事業

(車イスを利用し外出が困難な重度な障がい者等を対象に、お花見等の外出を支援す

る事業)

(5)重度障がい者等料理教室

(重度の障がいにより調理の機会が少ない方を対象として、調理や仲間との交流の場

を増やすことを目的とした事業)

(6)福祉移送サービス事業(リフト付き車両による送迎)

(重度障がいの車イス使用者または視覚障がし、者で、一般の交通手段を利用するとと

が困難なノ1;"の通院等の外出を支援する事業)

7.ひとり親家庭福祉対策事業

(1)サンタクロース派遣事業

(2)親子のつどい事業

8.子育て支援事業

(1)共働き世帯対象長期休み子育て支援事業

(2)養育支援訪問事業 ※市受託

9.福祉教育推進事業

(1) 福祉教育ネットワーク会議の開催

(2) 社会福祉普及校の指定及び福祉教育に対する活動費補助事業

(3) 小中学生ボランティア体験教室及び施設体験事業

(市内小学校 5・6年生と中学生を対象に、他の学校の子どもたちとの交流や、様々な

福祉的メニューを体験することで、子どもたちに「お互いさまjの助け合いの心が育

まれることを巨的とした事業)

(4) 福祉ボランティア体験出前講座の充実

(学校や地域の依頼により、福祉体験講座の相談、講師派遣、調整等を行う事業)

10.総合相談事業

心配ごと相談所の実施 ※市受託

・法律相談(すざか女性未来館) 第 2・4木曜日 午後 1時~午後 4時

-心配ごと相談(須坂ショッピングセンター内まいさぽ須坂) 月曜日~金曜日

11.援護事業

(1) 生活福祉資金・総合支援資金の貸付事業

(2) 日常生活自立支援事業、令銭管理・財産保全サービス事業

(高齢や障がい等で年金の払い出しゃ支払いなどが困難な方への援助サービス)

(3) 福祉移送車両(車イスで乗車できるリフト付き車両)の貸同事業

(4) 福祉機器貸与事業

(5) 火災等被災世帯の激励・見舞い(見舞金・布団セット・日用品セットの提供)

(6) 交通・災害遺児への激励、重度障がい者世帯への歳未激励事業

(7) その他援護事業

(3)重度障がし、者希望の旅事業

(公共機関を利用して外出や旅行が困難な重度の障がい者を対象に、旅行を通じて人

と人とのつながりをつくり 社会参加を促進することを目的とした事業)

(4)重度障がい者いきいき外出事業

(車イスを利用し外出が困難な重度な障がい者等を対象に、お花見等の外出を支援す

る事業)

(5)重度障がい者等料理教室

(重度の障がいにより調理の機会が少ない方を対象として、調理や仲間との交流の場

を増やすことを目的とした事業)

(6)福祉移送サービス事業(リフト付き車両による送迎)

(重度障がいの車イス使用者または視覚障がし、者で、一般の交通手段を利用するとと

が困難なノ1;"の通院等の外出を支援する事業)

7.ひとり親家庭福祉対策事業

(1)サンタクロース派遣事業

(2)親子のつどい事業

8.子育て支援事業

(1)共働き世帯対象長期休み子育て支援事業

(2)養育支援訪問事業 ※市受託

9.福祉教育推進事業

(1) 福祉教育ネットワーク会議の開催

(2) 社会福祉普及校の指定及び福祉教育に対する活動費補助事業

(3) 小中学生ボランティア体験教室及び施設体験事業

(市内小学校 5・6年生と中学生を対象に、他の学校の子どもたちとの交流や、様々な

福祉的メニューを体験することで、子どもたちに「お互いさまjの助け合いの心が育

まれることを巨的とした事業)

(4) 福祉ボランティア体験出前講座の充実

(学校や地域の依頼により、福祉体験講座の相談、講師派遣、調整等を行う事業)

10.総合相談事業

心配ごと相談所の実施 ※市受託

・法律相談(すざか女性未来館) 第 2・4木曜日 午後 1時~午後 4時

-心配ごと相談(須坂ショッピングセンター内まいさぽ須坂) 月曜日~金曜日

11.援護事業

(1) 生活福祉資金・総合支援資金の貸付事業

(2) 日常生活自立支援事業、令銭管理・財産保全サービス事業

(高齢や障がい等で年金の払い出しゃ支払いなどが困難な方への援助サービス)

(3) 福祉移送車両(車イスで乗車できるリフト付き車両)の貸同事業

(4) 福祉機器貸与事業

(5) 火災等被災世帯の激励・見舞い(見舞金・布団セット・日用品セットの提供)

(6) 交通・災害遺児への激励、重度障がい者世帯への歳未激励事業

(7) その他援護事業
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12.結婚相談事業 ※市受託

(1) 結婚相談所の運営(月 2同)

(2) 婚活パーティーの開催(年 2回)

(3) 婚活セミナーの開催(年4回)

13.生活困窮者自立支援事業 ※市受託

生活の悩みや、経済的困りごとを抱えている人に対して、相談員が一緒に考え課題を

整理しながら生活の立て直しゃ 就労など自立に閲する相談などを行う事業

(須坂ショッピングセンター内まいさぽ須坂 相談時間 9時'"'-'17時)

14.共同募金事業

(1) 赤い羽根共同募金の実施とその配分

(2) 街頭募金の実施

(3) 長野県共同募金会須坂市共同募金委員会

15. 日本赤十字社事業

(1) 日赤活動資金募集の推進及び個人協力者・法人協力杜の加入促進

(2) 赤十字奉仕団の育成と団活動の推進

(3) 救急法・ AED・家庭看護法・水上安全法・幼児安全法等講習会の推進

(4) 一日赤十字の開催

(5) 献血の推進

(6) 災害発生時義援金受付窓口の開設

(7) 日本赤十字社長野県支部須坂市地区事務

16.須高地区事業

(1) 保護司活動の支援

(2) 更生保護女性会活動の支援

(3) 上高井招魂社例大祭の支援

E 老人福祉センター「永楽荘Jrくつろぎ荘(※市指定)Jの管理運営及び須坂市

シニアクラブ連合会への活動協力
高齢者の生きがい対策及び福祉の増進、教養の向上並びにレクリエーションの場を提供

E 介護保険事業

1.訪問介護事業

高齢者の方の自宅にホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助等を行う事業

2.訪問入浴介護事業

高齢者の方の自宅に入浴車で訪問し、入浴サービスを提供する事業

12.結婚相談事業 ※市受託

(1) 結婚相談所の運営(月 2同)

(2) 婚活パーティーの開催(年 2回)

(3) 婚活セミナーの開催(年4回)

13.生活困窮者自立支援事業 ※市受託

生活の悩みや、経済的困りごとを抱えている人に対して、相談員が一緒に考え課題を

整理しながら生活の立て直しゃ 就労など自立に閲する相談などを行う事業

(須坂ショッピングセンター内まいさぽ須坂 相談時間 9時'"'-'17時)

14.共同募金事業

(1) 赤い羽根共同募金の実施とその配分

(2) 街頭募金の実施

(3) 長野県共同募金会須坂市共同募金委員会

15. 日本赤十字社事業

(1) 日赤活動資金募集の推進及び個人協力者・法人協力杜の加入促進

(2) 赤十字奉仕団の育成と団活動の推進

(3) 救急法・ AED・家庭看護法・水上安全法・幼児安全法等講習会の推進

(4) 一日赤十字の開催

(5) 献血の推進

(6) 災害発生時義援金受付窓口の開設

(7) 日本赤十字社長野県支部須坂市地区事務

16.須高地区事業

(1) 保護司活動の支援

(2) 更生保護女性会活動の支援

(3) 上高井招魂社例大祭の支援

E 老人福祉センター「永楽荘Jrくつろぎ荘(※市指定)Jの管理運営及び須坂市

シニアクラブ連合会への活動協力
高齢者の生きがい対策及び福祉の増進、教養の向上並びにレクリエーションの場を提供

E 介護保険事業

1.訪問介護事業

高齢者の方の自宅にホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助等を行う事業

2.訪問入浴介護事業

高齢者の方の自宅に入浴車で訪問し、入浴サービスを提供する事業
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3.通所介護事業

高齢者の方に日帰りで、入浴、食事の提供、機能訓練等のサービス提供を行い、孤独感

の解消や、身体機能の維持を図るとともに、介護者の負担軽減を図り、利用者の日常生

活の支援を行うことを目的とした事業

(1) 通所介護事業

-デイサービスセンターぬくもり園 一般型 定員 40名

・デイサービスセンターすえひろ 一般型 定員 40名(※市指定)

4.地域密着型認知症対応型通所介護事業

-デイサービスセンターことぶき 認知症対応型定員 12名

5.介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)

(1) 訪問型サービス

・訪問介護(現行の訪問介護相当)

.訪問型サービス A

(2) 通所型サービス

-通所介護(現行の通所介護相当)

-生きがいデイサービス事業 ※市受託

・脳げんき教室事業 ※市受託

6.居宅介護支援・介護予防支援事業

利用者の心身の状況及び家庭環境と利用者及び家族の意思を尊重し、介護サービス計画

“ケアプラン"の作成、居宅サービスの調整、申請代行等を行う事業

・居宅介護支援事業所

・ぬくもり園居宅介護支援事業所

7.地域密着型特別養護老人ホーム事業及び老人短期入所事業

家庭的な雰同気の中で、地域や家族どの結びつきを重視し、常に介護が必要な方に、入

浴や食事などの日常生活上の支援や機能訓練、療養上の支援などを行う事業

(1) 地域密着型特別養護老人ホームぬくもり国 定員 29名 (3ユニット)

(2) 老人短期入所施設ぬくもり固 定員 9名

W 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援

法)関係事業
1.居宅介護

2.重度訪問介護

3.計画相談支援

(1)指定特定相談支援事業

(2)指定障害児相談支援事業

V 指定障害福祉サービス事業所「ぶどうの家J(※市指定)の管理運営
生活訓練・作業訓練等を通じて、社会生活への適応性を高め、社会復帰の促進を図る

3.通所介護事業

高齢者の方に日帰りで、入浴、食事の提供、機能訓練等のサービス提供を行い、孤独感

の解消や、身体機能の維持を図るとともに、介護者の負担軽減を図り、利用者の日常生

活の支援を行うことを目的とした事業

(1) 通所介護事業

-デイサービスセンターぬくもり園 一般型 定員 40名

・デイサービスセンターすえひろ 一般型 定員 40名(※市指定)

4.地域密着型認知症対応型通所介護事業

-デイサービスセンターことぶき 認知症対応型定員 12名

5.介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)

(1) 訪問型サービス

・訪問介護(現行の訪問介護相当)

.訪問型サービス A

(2) 通所型サービス

-通所介護(現行の通所介護相当)

-生きがいデイサービス事業 ※市受託

・脳げんき教室事業 ※市受託

6.居宅介護支援・介護予防支援事業

利用者の心身の状況及び家庭環境と利用者及び家族の意思を尊重し、介護サービス計画

“ケアプラン"の作成、居宅サービスの調整、申請代行等を行う事業

・居宅介護支援事業所

・ぬくもり園居宅介護支援事業所

7.地域密着型特別養護老人ホーム事業及び老人短期入所事業

家庭的な雰同気の中で、地域や家族どの結びつきを重視し、常に介護が必要な方に、入

浴や食事などの日常生活上の支援や機能訓練、療養上の支援などを行う事業

(1) 地域密着型特別養護老人ホームぬくもり国 定員 29名 (3ユニット)

(2) 老人短期入所施設ぬくもり固 定員 9名

W 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援

法)関係事業
1.居宅介護

2.重度訪問介護

3.計画相談支援

(1)指定特定相談支援事業

(2)指定障害児相談支援事業

V 指定障害福祉サービス事業所「ぶどうの家J(※市指定)の管理運営
生活訓練・作業訓練等を通じて、社会生活への適応性を高め、社会復帰の促進を図る


